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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

売上高 (千円) 4,459,801 106,014 1,473,566 1,393,462 1,103,017

経常利益又は
経常損失（△）

(千円) △424,008 △128,071 38,822 △168,724 △217,758

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) △412,955 △132,041 34,361 △168,691 △222,735

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,346,750 2,346,750 2,346,750 2,346,750 2,497,577

発行済株式総数 (株) 487,800 487,800 487,800 48,780,000 56,153,500

純資産額 (千円) 333,900 201,858 236,220 68,771 149,772

総資産額 (千円) 346,179 211,874 355,300 670,774 266,430

１株当たり純資産額 (円) 684.50 413.81 4.84 1.38 2.61

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
0 0 0 0 0

( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) (0)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) △846.57 △270.69 0.70 △3.46 △4.28

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 96.5 95.3 66.5 10.1 55.0

自己資本利益率 (％) △76.4 △49.3 15.7 △111.1 △203.8

株価収益率 (倍) ― ― 53.4 ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,063,815 △129,567 △66,861 △541,040 182,332

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 188,278 △912 △14,086 △31,549 13,497

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,028,165 △138 49,500 457,853 △131,539

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 330,682 200,064 168,615 53,879 118,169

従業員数 (名) 4 2 4 2 1

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていません。

２ 平成23年３月期、平成24年３月期、平成25年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。平成26年３月期および平成27年３月期の潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額は潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がありませんので記載しておりません。

４ 平成23年３月期、平成24年３月期、平成26年３月期および平成27年３月期の株価収益率は、当期純損失のた

め記載しておりません。

５ 当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の割合で株式分割を行っております。こ

れに伴い、１株当たり当期純利益又は当期純損失、および１株当たり純資産につきましては、当該分割が、

前事業年度の期首に行われたと仮定し算定しております。
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２ 【沿革】

年月 概要

昭和63年７月 コンピュータソフトの開発販売、コンピュータ関連の広告代理業を目的として東京都世田谷区池

尻四丁目13番８号に株式会社メッツを設立する。

昭和63年11月 OEM供給による日本語ワープロソフト「MET'S WRITE」を発売する。

平成元年４月 当社初の独自企画・設計製品としてハードディスクユーティリティソフト「MET'S FILE DRIVER」

を発売する。

平成３年10月 東京都港区六本木五丁目10番31号に本店を移転する。

毛筆宛名印字ソフト「筆自慢」を発売する。

平成７年６月 WINDOWS3.1対応グラフィックユーティリティソフト「G.CREW ver 1.0」を発売する。

平成７年９月 WINDOWS3.1/95対応グラフィックユーティリティソフト「PAINT SHOP PRO ver 3.0J」を発売す

る。

平成８年５月 東京都港区南青山七丁目８番１号に本店を移転する。

平成11年５月 WINDOWS98/NT4.0対応高速画像処理ソフト「Photo Crew」を発売する。

平成11年８月 東京都港区西麻布四丁目17番30号に本店を移転する。

平成12年２月 東京証券取引所マザーズに上場する。

平成12年５月 マルチメディア関連製品の販売を行う子会社「株式会社イー・プレジャー」(連結子会社)を設立

する。

平成12年８月 コンテンツ配信型ポータルサイトの運営を行う子会社「株式会社アイミディア」(連結子会社)を

設立する。

平成12年９月 合弁会社「株式会社アクセス・クロッシング」を設立する。

平成13年３月 デザインエクスチェンジ株式会社と業務提携をする。

平成13年11月 G.CREW８などのダウンロードをBIGLOBE「SOFTPLAZA」で販売開始する。

平成14年１月 東京都港区南青山七丁目８番１号に本店を移転する。

平成14年９月 東京都港区西麻布四丁目22番12号に本店を移転する。

ユーリードシステムズ株式会社と業務提携をする。

平成14年10月 不動産関連企業に対してセキュリティシステムのサービス開始。

平成15年４月 子会社アイミディアが株式会社アロンエステートと代理店契約を締結する。

平成15年９月 子会社「株式会社イー・プレジャー」(連結子会社)を清算する。

平成15年12月 ASPセキュリティシステムの機能強化版の販売開始。

平成16年４月 ソフトウェア事業を廃止。ASPセキュリティ事業を強化。

平成16年７月 東京都港区西麻布一丁目２番24号に本店を移転する。

平成16年10月 株式会社アロンエステートを子会社化する。（連結子会社）

平成17年１月 子会社「株式会社アイミディア」(連結子会社)を清算する。

平成17年３月 パラカ株式会社、イントラネッツ株式会社と業務提携をする。

平成18年４月 子会社「株式会社アロンエステート」(連結子会社)を吸収合併する。

平成18年６月 コクヨエンジニアリング＆テクノロジー株式会社と販売提携をする。

平成19年２月 東京都港区赤坂九丁目７番２号に本店を移転する。

平成20年６月 株式会社陸空海と業務提携

平成20年８月 株式会社GCMと業務提携

平成22年２月 東京都港区西麻布一丁目２番24号に本店を移転する。

平成22年７月 東京都港区西麻布二丁目24番12号に本店を移転する。

平成24年６月 東京都港区西新橋三丁目13番７号に本店を移転する。
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３ 【事業の内容】

「不動産事業」

一般ユーザーが直ちに取得できないコンディションにおける中古不動産を取得の上、適正なソリューションに基

づくリノベーションを施し不動産価値を最適化して販売する不動産再生事業、土地建物の売買における仲介業務を

行う不動産売買仲介事業、不動産オーナーの利益の最大化を図るプロパティマネジメント事業を展開しております。

「IT事業」

今後は、当社のコア事業である不動産業とのシナジーを得られる業態において、拡大しているモバイル＆タブレ

ット端末を用いた「Leadbox」の開発を完了し、不動産接客支援システムの提供を行ってまいります。

-事業系統図-

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

(平成27年３月31日現在)

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

1 51 1 5,000

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産事業 ―

全社（共通） 1

合計 1

(注) １ 従業員数は、就業人員です。

２ 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されていません。労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

　当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済政策の継続や日本銀行による追加金融緩和による円安・株価

の回復もあり、企業収益の改善、雇用情勢の改善がすすみ、デフレ脱却に向けた政府の戦略により景気は緩やかな

回復基調が続きました。また2014年国内総生産（GDP）も前年比で0.4％増の結果となっております。しかしその反

面では、急激な円安は原材料価格の上昇の影響や消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の長期化等により、依然と

して不透明な状況が続いております。

このような事業環境の中、当社は主要事業である不動産事業に主軸を置き、平成26年４-12月間で北海道所在の

区分マンションや港区白金所在の１棟収益アパート、台東区柳橋所在の１棟収益オフィスビル、神奈川県横浜市所

在の１棟収益マンションの売却およびプロパティマネジメント事業での案件受託を成約し、当第４四半期において

は東京都台東区所在の１棟収益マンションの仕入れおよび販売をいたしました。

しかしながら、今期主要案件の一部について、引渡しおよび引受け・引渡しが今期中に完了できない状況とな

り、その結果売上高は1,103,017千円（前年同期比290,444千円の減少）と前年同期を下回り、売上総利益の減少に

より、営業損失は204,545千円（前年同期比93,692千円の減少）、経常損失は217,758千円（前年同期比49,033千円

の減少）、当期純損失は222,735千円（前年同期比54,043千円の減少）となり、これにより１株当たり当期純損失は

４円28銭となりました。

セグメント別進捗は、次の通りであります。

（不動産事業）

不動産事業の当事業年度における売上高は1,103,017千円（前年同期比290,444千円の減少）と前年を下回る推移

をし、セグメント損失は46,565千円（前年同期は40,688千円の利益）となりました。当セグメントにおいては不動

産再生・売買仲介と不動産コンサルティング事業を行っております。当期における活動は以下のとおりです。

■不動産再生・売買仲介

不動産再生事業分野においては、東京都（千代田区、中央区、港区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区など）、

千葉県（松戸市、柏市、船橋市、市川市など）など首都圏を中心に優良物件の取得を進め、物件毎に最適なリニュ

ーアル工事を施すことにより付加価値を高めて販売に取り組んでまいりましたが、前年同期間を下回る実績となっ

ております。その結果を改善すべく、取引先関係各社との更なる関係強化、新規ルートの開拓による情報の収集と

交渉、販売力の強化に取り組み、事業拡大に邁進してまいります。

また、プロパティマネジメント事業分野においては、販売用不動産の販売の際、買主様からご信頼をいただいた

結果、当社で物件管理受託やサブリース契約を締結し、家賃回収代行手数料やサブリースおよびマスターリースに

よる家賃収入を売上計上しており、今後も利益に直結した取引として契約増加を目指してまいります。

　不動産売買仲介は新規のキャッシュアウトを必要とせず、不動産事業の収益機会の追求を可能とし、仲介手数料

の受領による利益を見込め、当事業年度において、売買仲介の成約、仲介手数料収入を得ております。今後更に取

り組みを続けてまいります。

■不動産コンサルティング事業

当事業年度において、6,581千円の売上を計上しております。今後も新規案件取得のため継続した取り組みを続

けてまいります。

（IT事業）

当社のコア事業である不動産事業とシナジー効果を得られる業態において、モバイル＆タブレット端末を用い

た、不動産接客支援システムの提供を行ってまいります。
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（今後の見通し）

平成27年３月期累計期間の当社のコア事業であります不動産事業において、売上高が1,103,017千円（前年同期

比290,444千円の減少）と前年を下回る状況であり、セグメント損失も46,565千円（前年同期は40,688千円の利益）

となりました。また平成27年４月１日付けで、当社株式は東京証券取引所から新規上場審査基準に準じた基準に適

合しているかどうかの審査申請について行えなかったことから、監理銘柄（確認中）に指定されております。第28

期に入り不動産売買契約も成約し、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査申請、監理銘柄

（確認中）の解除に向け取り組んでおりますが、現状今後の状況が明確でないため、平成28年３月期の第２四半期

累計期間および通期業績予想につきましては未定としております。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ64,290千円増加の118,169千円となりました。な

お、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失221,525千円を計上しているが、販売用不動産が

445,651千円減少したことにより、182,332千円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として定期預金の解約による収入14,000千円により、13,497千円の収

入となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として短期借入金の実行および返済による減少額が純額で423,100千円

の計上および新株予約権の行使による株式の発行による収入298,336千円により、131,539千円の支出となりました。
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２ 【販売の状況】

(1) 販売実績

当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

不動産事業 1,103,017 △20.8

IT事業 ― ―

合計 1,103,017 △20.8

（注）１．当社は、本社に全事業部を集約し、包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、現在、「不

動産事業」および「IT事業」の２つを報告セグメントとしております。

２．前事業年度および当事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に

対する割合は次のとおりです。尚、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社およびＤ社との間で守秘義務を負っている

ため、Ｄ社は社名の公表、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社は社名および売却価格の公表を控えさせていただき

ます。

相手先

前事業年度

(自 平成25年４月１日

至 平成26年３月31日)

当事業年度

(自 平成26年４月１日

至 平成27年３月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

アドアーズ株式会社 550,628 39.5 ― ―

Ｄ社 294,360 21.1 ― ―

GFA株式会社 144,022 10.3 ― ―

Ａ社 ― ― ― ―

Ｂ社 ― ― ― ―

Ｃ社 ― ― ― ―

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

（１）事業ポートフォリオの選択と集中

当社を取り巻く事業環境を注視しつつ、事業毎に事業内容の継続・見直しを図り、不採算事業に対する投資

判断を早期に行い、事業ポートフォリオを常に見直し、事業の選択と集中に努めてまいります。

（２）積極的な提携、資金調達力について

当社の更なる売上・利益の拡大及び経営基盤の安定を図る上で、不動産に関わる情報ネットワークの構築と

拡大及び資金調達力の向上は必要不可欠です。その為にも、当社事業とのシナジーが期待できる優良事業を持

つ企業との提携を積極的に押し進めてまいります。

（３）不動産物件の売買について

当期末において販売用不動産の在庫は僅少であるため、新たな高収益物件の取得が必須となっております。

当社独自の不動産分野におけるコネクションを最大限に活用し、主に小型・中型の高収益物件の取得に努めま

す。

（４）資金調達について

当社が安定的に成長していく過程において、不動産物件購入および研究開発のための多額の資金が必要であ

り、今後も資金調達の強化、調達方法の多様化に取り組んでまいります。

（５）東京証券取引所が公表した当社株式の監理銘柄（確認中）指定からの解除

当社株式は平成24年２月24日から平成27年３月31日までを期限として、合併等による実質的存続性喪失に係

る猶予期間に入っておりましたが、当社は、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査申

請について、猶予期間の最終日までに行えなかったことから、東京証券取引所は当社株式について平成27年４

月１日付けで監理銘柄（確認中）に指定する旨を公表しています。

当社が、本有価証券報告書の提出日から起算して８日目（休業日を除く）の日までに同審査に係る申請を行っ

た場合には、当社株式は監理銘柄（確認中）の指定が解除され、監理銘柄（審査中）に指定されます。審査の結

果、「新規上場に準じた審査」に適合すると認められた場合には、当社株式の上場が維持されることになります。

しかし審査申請を行うには、制度上取引参加者（主幹事証券会社）が作成した確認書の提出が義務付けられてお

り、証券会社各社に対して幹事就任を打診していますが、受諾を得るに至っておらず、東京証券取引所に対し審

査申請を行えない状態であります。

　
上記の課題の達成により、更なる発展のための事業基盤の確立と企業価値の向上を図る所存です。

（６）継続企業の前提に関する疑義の解消

「４ 事業等のリスク」の「G 提出会社が将来にわたって事業活動するとの前提に重要な疑義を生じさせる

ような事象又は状況」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。対応策を確

実に実施することで、当該疑義の早期解消を重要な課題として取り組んでまいります。
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４ 【事業等のリスク】

　 文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

A. 不動産事業について

a.不動産物件の地域集中について

当社は東京都（千代田区、中央区、港区、葛飾区、墨田区、江東区、江戸川区など）、千葉県（松戸市、柏

市、船橋市、市川市など）などに所在する不動産物件を取扱うことを基本方針としており、この地域の不動産

市況が著しく低下した場合や今後不動 産を保有した際に地震等の災害が発生し甚大な損害が発生した場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

b.不動産価格が下落することのリスクについて

当社は、事業遂行上必要な販売用不動産を今後取得してまいります。このため、不動産市況の動向その他の

要因により不動産価格が下落した場合には、評価損や売却損が発生する可能性があり、当社の業績および財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

c.売上時期による業績変動について

不動産事業における販売用不動産の売却は売買契約成立後、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。

また、販売用不動産の売却額は当社の売上額に占める比率が大きいため、四半期毎に当社の業績を見た場合、

この売却売上が計上されるタイミングにより売上高および利益が変動するため、ある四半期の業績は必ずしも

他の四半期の業績や年次の業績を示唆するものではありません。また、売却予定物件の資産査定遅延の発生、

天災その他予想し得ない事態の発生により引渡し時期が期末または四半期を越えて遅延した場合、または不測

の事態により当該物件の売却が見送られた場合、当社の通期業績および四半期業績が変動する可能性がありま

す。

d.資金調達について

当社は販売用不動産の取得資金等の一部を、主に平成26年６月16日割り当ての行使価額修正条項付き新株予

約権（第三者割当）や金融機関からの借入金により調達しています。当社は新たな金融機関との取引開始等、

資金調達の円滑化と多様化に努めておりますが、計画通りに調達出来なかった場合は、当社の経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

B. 法的規制・制度動向による影響について

当社は不動産事業において、宅地建物取引業法・建築基準法・国土利用計画法・都市計画法・借地借家法等

の様々な法律により法的規制を受けております。当社はこれら法的規制の遵守を徹底しており、今後、上記の

諸法規等の内容が改廃される場合や新たな法的規制が設けられる場合、当社の事業展開、経営成績および財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。
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C．当社の組織体制について

a.特定の人物への依存について

当社の取締役および社員は、それぞれ当社の業務に関して専門的な知識・技術を有し重要な役割を果たして

います。これらの者が当社を退職した場合、後任者の選任に関し深刻な問題に直面する可能性があり、当社の

事業展開および経営成績に重要な影響が生じる可能性があります。当社では取締役会等において役員および社

員への情報共有や権限移譲を進める等、組織体制の強化を図りながら経営体制の整備を進めており、また役員

の異動が有る場合は入念な引継ぎ、権限委譲を行い経営に対するリスクを最小限にしております。

b.コンプライアンス体制について

当社は、企業価値を高めていくためにはコンプライアンス体制が有効に機能することが重要であると考えて

おります。そのためコンプライアンスに関する社内規程を策定し、周知徹底を図っております。しかしなが

ら、これらの取組みにも関わらずコンプライアンス上のリスクを完全に解消することは困難であり、今後の当

社の事業運営に関して法令等に抵触する事態が発生した場合、当社の企業価値および経営成績に影響を及ぼす

可能性があります。

c.顧客情報漏洩について

当社は、顧客に関する膨大な情報を保持しており、情報管理に関する内部管理体制を整備しております。し

かしながら、不正アクセスや業務上の過失等、何らかの原因により顧客情報の漏洩事故が発生した場合、損害

賠償費用の発生や信用失墜により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

d.システム障害について

当社は、システムを通じて業務管理、不動産事業における取得・販売・管理等の業務を実施しております。

そのため、システムに障害が発生し各種業務に支障をきたす事態となった場合は、当社の経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

D．今後の事業展開について

当社は、今後も不動産事業を主要事業として、事業拡大を図っていく方針です。しかしながら必ずしも想定

通りに計画が進捗する保証はなく、また事業拡大の際には人材の確保、設備の増強等追加費用が発生する可能

性もあるため、業績に影響を与える可能性があります。また、事業拡大の手段として企業買収や提携等を行う

可能性がありますが、必ずしも投資に見合った想定どおりの効果が得られない可能性もあります。

E．東京証券取引所が公表した当社株式の監理銘柄（確認中）指定について

当社が平成24年１月26日付で開示いたしました「当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明の

お知らせ」に記載したとおり、公開買付者による当社普通株式に対する公開買付けが平成24年１月27日から平

成24年２月23日に実施され、公開買付けは成立いたしましたが、これを受け、東京証券取引所の有価証券上場

規程第６０３条第１項第６号（関連規則は同規程第６０１条第１項第９号a）の規定により、当社株式は平成

24年２月24日から平成27年３月31日までを期日とした「合併等による実質的存続性の喪失」に係る猶予期間に

入っておりました。

新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査申請を行うには、制度上取引参加者（主幹事

証券会社）が作成した確認書の提出が義務付けられており、証券会社各社に対して幹事就任を打診しているも

のの受諾を得るに至らず、東京証券取引所に対し猶予期間の最終日までに審査申請を行えなかったことから、

東京証券取引所は当社株式について平成27年４月１日付けで監理銘柄（確認中）に指定する旨を公表しまし

た。

今後、審査申請が受け付けられた場合には、監理銘柄（審査中）に指定されますが、監理銘柄（確認中）に

指定された以降も各証券会社へ継続して打診しておりますが、本有価証券報告書提出日現在（平成27年６月30

日）においても目処が立っておらず、本有価証券報告書を提出した日（平成27年６月30日）から起算して８日

目（休業日を除く）までに審査の申請が行えない場合は、当社株式は上場廃止決定による整理銘柄への指定が

行われ、１カ月の整理売買を経た後に東証マザーズ市場への上場が廃止となります。この場合、当社の事業展

開、経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

G．提出会社が将来にわたって事業活動するとの前提に重要な議事を生じさせるような事象又は状況

当社は、当事業年度において、営業キャッシュ・フローは販売用不動産が445,651千円減少したことにより、
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営業キャッシュ・フローは182,332千円とプラスに転じておりますが、営業損失204,545千円、経常損失

217,758千円、当期純損失222,735千円の重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。当該

状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

５ 【経営上の重要な契約等】

当事業年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)財政状態の分析

(資産の部)

当事業年度末における資産合計は266,430千円で、前事業年度末に比べ404,343千円減少しております。これは主

として流動資産の販売用不動産の減少が影響したことによるものです。

(流動資産)

流動資産は、前事業年度末に比べて60.9%減少し257,470千円となりました。これは主として現預金の増加およ

び販売用不動産の減少によるものです。

(固定資産)

固定資産は、前事業年度末に比べて23.9%減少し8,960千円となりました。これは主として有形・無形固定資産

および長期前払費用の減少によるものです。

(負債の部)

当事業年度末における負債合計は116,658千円で、前事業年度末に比べ485,344千円減少しております。これは種

として流動負債の買掛金および短期借入金の減少が影響したことによるものです。

(流動負債)

流動負債は、前事業年度末に比べて81.0%減少し113,206千円となりました。これは主に買掛金および短期借入

金の減少によるものです。

(固定負債)

固定負債は、前事業年度末に比べて54.7%減少し3,452千円となりました。これは主に長期借入金の減少による

ものです。

(純資産の部)

純資産合計は、MSワラントの行使による株主資本の増加および当期純損失による利益剰余金の減少に伴い、前

事業年度末に比べて117.8%増加し149,772千円となりました。

(2)キャッシュ・フローの分析

「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

(3)経営成績の分析

当事業年度の業績におきましては、「不動産事業」における不動産の売却が主なものとなり、売上高は1,103,017

千円(対前期比20.8%減)となりました。営業損失は204,545千円(前年同期は110,852千円の営業損失)、経常損失は

217,758千円(前年同期は168,724千円の経常損失)、当期純損失は222,735千円(前年同期は168,691千円の当期純損

失)となりました。これにより１株当たり当期純損失は４円28銭となりました。

なお、各事業の業績概要については「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要」を参照ください。
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(4)継続企業の前提に関する重要事象等について

当社は、当事業年度において、営業キャッシュ・フローは販売用不動産が445,651千円減少したことにより、営業

キャッシュ・フローは182,332千円とプラスに転じておりますが、営業損失204,545千円、経常損失217,758千円、当

期純損失222,735千円の重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。当該状況により、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は当該状況を解消し又は改善すべく、以下の対応策に取り組み、安定した収益基盤の確立、コスト削減ある

いは資金調達及び財務基盤の強化を目指してまいります。

　具体的には次の通りであります。

１．平成28年３月期におきましては、当社が得意とする潜在価値のある中古不動産に対する不動産再生事業と、不

動産に対する幅広い需要に対応する不動産仲介業にも力点を置いた活動を展開してまいります。

２. 現在までのコスト構造を見直し、人件費の削減（インセンティブ条件の見直し）やその他経費の削減（効率的

な営業活動による交際費や交通費削減、効率的な不動産事業資金の効率化促進による支払利息の抑制他）等費

用対効果をさらに意識した堅固な企業体質を実現してまいります。

３. 財務基盤の強化を目的として間接金融、直接金融等さまざまな手段による資金調達を検討してまいります。

以上の対応策を中心にとした経営の効率化を図り、安定的な収益基盤を構築すべく努めてまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

該当事項はありません。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

(平成27年３月31日現在)

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）
従業員数
(人)

建物
工具、器具及

び備品
その他 合計

本社
(東京都
港区)

全社
（共通）

本 社 機 能
及 び サ ー

バー
― ― ― ― 1

（注）１．帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであります。

２．全社資産において、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（3,766千円）として特別損失に計上いたしました。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年06月29日 16時22分 14ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社メッツ

15

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 195,120,000

計 195,120,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成27年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 56,153,500 56,153,500
東京証券取引所

マザーズ市場

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式

単元株式数は100株でありま

す。

計 56,153,500 56,153,500 ― ―

（注）提出日現在発行数には、平成27年６月１日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

①第１回新株予約権

平成26年１月16日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

事業年度末現在
(平成27年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 21,065 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,106,500 (注)１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 63(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成26年５月15日～
平成38年２月２日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 63
資本組入額 31.5

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注）４ 同左
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(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を

調整、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
　 また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、

次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額×
新株発行（処分）前の１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数
　３．① 新株予約権者は、平成26年３月期、平成27年３月期の各事業年度にかかる当社が提出した決算短信に記

載される監査済みの当社連結損益計算書（以下、「当社連結損益計算書」といい、連結財務諸表を作成して

いない場合は損益計算書）において営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受け

た本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合

において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生ずる場

合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。ま

た、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参

照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

（a）平成26年３月期の営業利益が2.24億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成26年５月15日から平成38年２月２日までの

期間に行使することが出来る。

（b）平成27年３月期の営業利益が2.24億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年５月15日から平成38年２月２日までの

期間に行使することが出来る。

② （a）①の行使の条件を達成した場合において、権利行使期間中に、東京証券取引所における当社株式の

普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%を乗じた価額を上回った場合、当該時点以降、新株予約

権者は残存する全ての新株予約権を行使価額で１年以内に行使しなければならないものとする。

　 （b）新株予約権者は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が、平成26年２月３日から

平成38年２月２日までの判定期間について行使価額に50%を乗じた価額（1円未満の端数は切り捨てる。）を

一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使はできないものとする。

③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。

④ 本新株予約権の行使によって、当社発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれを交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記（注）２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当

該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記

に定める新株予約権の行使期間の末日までとする。
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⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上 記（注）３に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

　（a）当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分

割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株

主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める

日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

　（b）新株予約権者が権利行使をする前に、上記（注）３に定める規定より本新株予約権の行使ができ

なくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

　

②第２回新株予約権

　平成26年５月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。

事業年度末現在
(平成27年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成27年５月31日)

新株予約権の数(個) 46,250 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数(株) (注)３ ―

新株予約権の行使時の払込金額(円) 50(注)２ ―

新株予約権の行使期間
平成26年６月17日～
平成27年６月16日

―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

　 （注）８ ―

新株予約権の行使の条件 （注）９ ―

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するとき

は、当社取締役会の決議によ
る承認を要するものとする。

―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は次のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株、本新株予約権１個当たりの割当株式数は100株で

確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権

の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、割当株式数は、調整されることがある。）。なお、株価の上昇

又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引

所」という。）における当社普通株式の終値の90％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。）に修正される。

(3) 行使価額の修正頻度：行使の際に本項(2)号に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(4) 行使価額の下限：本新株予約権の下限行使価額は、40円である。

(5) 割当株式数の上限：本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株、割当株式数は100株で確定し

ている。

(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限（本項(4)号に記載の行使価額の下限にて本新株

予約権がすべて行使された場合の資金調達額）：485,400,000円（但し、本新株予約権は行使されない可能性

がある。）

(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。

３．本新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,000,000株、本新株予約権１個当たりの割当株式数は100株で確
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定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。但し、当社が第６項に従って

行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。

　

調整後割当株式数 ＝

調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第６項に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とする。

(2) 本新株予約権１個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通

株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、出資金額を行使価額で除

して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とし、本新株予約権複数個の行使請求により当社が

当社普通株式を交付する数は、交付株式数に行使請求の対象となった本新株予約権の数を乗じたものとす

る。ただし、本新株予約権の行使により生ずる１株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。なお、本

新株予約権の目的である株式の総数の上限は、交付株式数に本新株予約権の総数を乗じた金額となる。

４．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1) 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本項第（2）号に定める行使

価額に割当株式数を乗じた額とするが、１株当たりの権利行使価額が２円未満の端数を生ずる場合は、その

端数を切り上げるものとする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という。）

は、当初50円とする。但し、第５項又は第６項に従い、修正又は調整される。

５．行使価額の修正

(1) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日（以下「修正日」という。）に、修正日の直前取引

日（但し、当該直前取引日において売買高加重平均価格が算出されない場合には、売買高加重平均価格の算

出された直前の取引日とする。以下「時価算定日」という。）の東京証券取引所における当社普通株式の終

値の90％に相当する金額（以下「修正後行使価額」という。）に修正される。

(2) 本項第（1）号に定める修正後行使価額の算出において、時価算定日に第６項で定める行使価額の調整の

原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値は当該事由を勘案して調整されるものとする。

(3) 本項第(1)号及び第(2)号による算出の結果得られた金額が40円を下回ることとなる場合（以下「下限行使

価額」という。但し、第６項の行使価額の調整を受ける。）には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

(4) 本項により行使価額が修正される場合には、当社は、本新株予約権の行使請求の際に、本新株予約権者に

対し、修正後行使価額を通知する。

６．行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済

普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

　

既発行普通株

式数

＋

交付普通

株式数

× １株当たりの

払込金額

調整後

行使価額

＝
調整前

行使価額

× 時価

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数

　

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。

①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、

当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求又は行使による場合を除く。）、

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終
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日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。

②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は、株式分割のため

の基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基

準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与え

るための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該

割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当

社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）又は本項第(4)号

②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権

付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当の場合を含む）、調整後の行使価額は、発

行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初

の行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して

算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効

力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日

の翌日以降これを適用する。

上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予

約権もしくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後

の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約

権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式

が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌

日以降、これを適用する。

④本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の

発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号

①乃至③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使し

た新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付株式数を決定するものとする。

株式数 ＝

(調整前行使価額－調整後行使価額) ×
調整前行使価額により当該期

間内に交付された株式数

調整後行使価額

(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる

限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し

行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額

を差引いた額を使用する。

(4) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行 使価額の適用時期

については、次に定めるところによる。

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、小数第１位を切り上げる。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終

値の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第

１位まで算出し、小数第１位を切り上げる。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、

調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式

で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価

額の調整を行う。

①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株
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式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれ

かの調整日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、こ

の場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

７．本新株予約権の行使請求期間

平成26年６月17日から平成27年６月16日までとする。ただし、当社が本新株予約権の全部又は一部を取得

する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。

８．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は次のとおりであります。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるとこ

ろに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本

金の額を減じた額とする。

９．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について所有者との間で締結した取決めの内容

(1) 行使停止要請条項

① 本新株予約権者に２週間前までに書面で通知することにより、本新株予約権を行使することが出来ない

期間を指定することができます。

② 行使停止要請可能な新株予約権は未行使の本新株予約権の全部又は一部に対して可能となります。

③ 行使停止要請可能な期間は割当日から行使期間満了日の１ヶ月前までであり、この要件を満たす限り行

使停止要請期間に制限はありません。

④ 行使停止要請の回数に制限はなく、かつ同時に複数の行使停止要請を行うことができます。

⑤ 当社は、本新株予約権者に書面で通知することにより、行使停止要請期間の満了日前に行使停止要請の

解除が可能です。

(2) 取得条項（当社の要請による取得）

本新株予約権の払込期日の翌日以降、当社取締役会が本新株予約権の取得する日を定めたときは、本新

株予約権者に対し、会社法第273条及び第274条の規定に従って当該取得日の２週間前までに行うことによ

り、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得

することができます。

(3) 取得請求（本新株予約権者の要請による取得）

本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、いずれかの取引日において、当社株価の終値が30取引

日連続して下限行使価額の40円を下回った場合には、本新株予約権者は、その選択により、当社に対して

書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができる。当社は、当該

取得請求にかかる書面が到達した日の翌取引日から起算して２週間を経過した日において、本新株予約権

１個あたり45円の価額で、当該取得請求にかかる本新株予約権の全部を取得する。

(4) 譲渡制限条項

本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとしております。また、本新株予

約権を他の者に譲渡する場合には、割当予定先の本契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲

受人に承継されるものとしております。

（5）経営への不関与及び非支配

本新株予約権者は本新株予約権の行使により交付される当社の普通株式を東京証券取引所における当社

の普通株式の市場動向を勘案しながら売却する方針であり、当社の支配株主になることや経営に関与する

意思はないことの表明を受けております。

10．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

本新株予約権者は「本新株予約権」の行使により交付される当社の普通株式の数量の範囲内で行う売却の

みを行い、「本契約」の締結に起因又は関連してなされる空売り（金融商品取引法第162条第１項に定義さ

れる）を目的として、如何なる相手からも当社の普通株式の借株を行わない。

11．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。
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12．その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

第４四半期会計期間
(平成27年１月１日から
平成27年３月31日まで)

第27期
(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等の数(個)

3,780 73,735

当該期間の権利行使に係る交付株式数(株) 378,000 7,373,500

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等
(円)

40 40.46

当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 15,120 298,336

当該期間の末日における権利行使された当該
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の
数の累計(個)

― 73,735

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付
株式数(株)

― 7,373,500

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均
行使価額等(円)

― 40.46

当該期間の末日における当該行使価額修正条
項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金
調達額(千円)

― 298,336

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平 成 25 年 10 月 １ 日
（注）１

48,292,200 48,780,000 ― 2,346,750 ― 2,755,812

平成26年４月１日～
平 成 27 年 ３ 月 31 日
（注）２

7,373,500 56,153,500 150,827 2,497,577 150,827 2,906,639

（注）１ 平成25年８月23日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の割合

で株式分割するとともに、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用しております。

　これに伴い発行済株式総数は48,292,200株増加し、48,780,000株となっております。

２ 新株予約権の行使の増加であります。

(6) 【所有者別状況】

(平成27年３月31日現在)

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の
状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 2 17 34 12 31 8,547 8,643 ―

所 有 株 式
数(単元)

― 13,206 20,991 9,276 8,286 1,248 508,519 561,526 900

所 有 株 式
数 の 割 合
(％)

― 2.3 3.7 1.7 1.5 0.2 90.6 100.00 ―

（注）上記株式数には、証券保管振替機構名義の株式が37単元含まれております。

(7) 【大株主の状況】

(平成27年３月31日現在)
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

吉 野 勝 秀 千葉県松戸市 12,028,300 21.42

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 1,314,600 2.34

矢 部 喜 美 代 埼玉県熊谷市 604,000 1.07

ノムラ インターナショナル
ピーエルシー ロンドン セキ
ュリティー レンディング（常
任代理人 野村證券株式会社）

１ ＡＮＧＥＬ ＬＡＮＥ， ＬＯＮＤＯＮ，
ＥＣ４Ｒ ３ＡＢ， ＵＮＩＴＥＤ ＫＩ

ＮＧＤＯＭ（東京都中央区日本橋１丁目-９-
１）

522,500 0.93

粂 英 樹 神奈川県海老名市 483,600 0.86

須 田 忠 雄 群馬県桐生市 450,000 0.80

カブドットコム証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目３番２号 391,809 0.69

マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町２丁目４-１麹町大通りビ
ル13階

358,150 0.63

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 356,600 0.63

有限会社ティーアール商事 群馬県桐生市５丁目4737－１ 310,000 0.55

計 ― 16,819,559 29.92
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成27年３月31日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 56,152,60

0 561,526
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 900 ― ―

発行済株式総数 56,153,500 ― ―

総株主の議決権 ― 561,526 ―

（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,700株（議決権37個）含まれて

おります。

② 【自己株式等】

　 該当事項はありません。

(9) 【ストックオプション制度の内容】

①平成26年１月16日開催の取締役会の決議により決議した①第１回新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成26年１月16日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役３名
当社従業員１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

株式の数 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使時の払込金額 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

新株予約権の譲渡に関する事項 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

代用払込みに関する事項 「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況 ①新株予約権」に記載しております。

決算短信 （宝印刷）  2015年06月29日 16時22分 23ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社メッツ

24

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は株主利益の最大化による利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけております。配当につきまし

ては、従来どおり業績に対応した配当を行うことおよび中長期的な視点から安定的に配当を継続することを基本と

し、会社の競争力を維持・強化し、財務体質の強化を図りつつ、総合的に勘案し決定してまいります。内部留保資

金につきましても十分に配慮し、将来の事業展開等に充当する所存です。

　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。

　しかしながら、当面は当事業年度末までに抱える欠損金を事業再構築後の収益を基に解消し、配当原資を確保す

ることに努めます。

　次期配当につきましては、誠に申し訳ございませんが当期同様無配とさせていただく予定であります。

　今後につきましては、財務体質を改善・強化していくなかで、復配に努めてまいります。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第23期 第24期 第25期 第26期 第27期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 4,350 2,089 4,400
11,880
□128

63

最低(円) 1,050 333 1,228
3,230
□40

27

（注）１．株価は東京証券取引所マザーズ市場におけるものです。

　 ２．□印は、株式分割（平成25年10月１日、１株→100株）による権利落後の株価であります。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 41 42 63 49 37 36

最低(円) 34 32 37 32 31 27

（注）株価は東京証券取引所マザーズ市場におけるものです。
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５ 【役員の状況】

男性 ６名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有

株式数

(株)

代 表

取締役

社 長

― 秋 山 賢 一 昭和55年９月17日生

平成12年10月 ㈱アイビーハウジング入社

(注)３ ―

平成15年８月 同社 退社

平成15年９月 ㈱日生クレイブ入社

(現 ㈱レアルアセットマネジメント)

平成16年１月 同社 退社

平成16年７月 サンマークス不動産株式会社 設立

代表取締役就任

平成24年５月 同社 代表取締役退任

平成24年６月 当社入社

当社 代表取締役就任（現任）

取締役
総合企画

部長
笠 原 弘 和 昭和51年９月18日生

平成10年３月 学校法人湘央学園 湘央医学技

　 術専門学校入校

(注)３ ―

平成10年４月 同校臨床検査技術学科

専任教員就任
平成15年３月 同校専任教員退任

平成15年３月 プライムマックス株式会社入社

平成19年２月 同社不動産部に配属

平成24年６月 プライムマックス株式会社退社

平成24年６月 当社入社

平成24年６月 広報・IR部長就任

平成25年６月 総合企画部長就任（現任）

平成25年６月 当社 取締役就任（現任）

取締役 ― 若 槻 周 平 昭和59年９月２日生

平成22年２月

平成24年７月

あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監

査法人） 入所

同監査法人 退所 (注)１、

３
―

平成24年８月 若槻会計士事務所 開設

代表（現任）
平成27年６月 当社 取締役就任（現任）

常勤

監査役
― 岩 野 裕 司 昭和41年12月22日生

平成12年９月

平成13年７月

山田＆パートナーズ会計事務所 入所

同所 退所

(注)４ ―

平成13年９月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査

法人） 入所
平成25年７月

平成25年７月

同監査法人 退所

岩野会計事務所 開設 代表（現任）
平成27年６月 当社 常勤監査役就任(現任)

監査役 ― 月 方 智 彦 昭和57年３月９日生

平成22年２月

　

平成26年１月

平成26年１月

あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監

査法人） 入所

同監査法人 退所

月方会計事務所 開設 代表（現任）

(注)２、

４
―

平成27年６月 当社 監査役就任(現任)

監査役 ￣ 朝倉 厳太郎 昭和59年４月28日生

平成16年12月

平成20年11月

平成20年12月

平成24年８月

平成24年９月

有限会社Ｆ．Ａ．コンタクト 代表取

締役 就任

同社 退社

あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監

査法人） 入所

同監査法人 退所

株式会社ピー・シー・ピー 代表取締

役社長（現任）

(注)２、

４
―

平成27年６月 当社 監査役就任(現任)

計 ―

(注）１ 取締役 若槻周平は、社外取締役であります。

　 ２ 監査役 月方智彦及び朝倉厳太郎は、社外監査役であります。

　 ３ 取締役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成28年３月期に係る定時株主総

会終結のときまでであります（定款の定めにより、取締役若槻周平も同様の任期となります）。

４ 監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総

会終結のときまでであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

①企業統治の体制

当社では、企業競争力強化の観点から経営判断の迅速化を図ると同時に、経営の透明性の観点から経営のチェッ

ク機能の充実を重要課題としております。

　取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行

状況を監督する機関と位置づけております。また、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など情報の共有化、コン

プライアンスの徹底化を図り、経営判断に反映させております。

　今後においては、取締役会や監査役会の一層の機能強化を行い、コーポレート・ガバナンスの確立に努力してま

いる所存です。また、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、経営内容の公正性と透明

性を高めるため、積極的かつ迅速な情報開示に努めるとともに、インターネットを通じて財務情報の提供を行うな

ど幅広い情報開示にも努めてまいります。

　(会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等）

会社の機関としては、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとと

もに業務執行状況を監督する機関として取締役会を、監査機関として監査役会を設置しております。

　取締役会、監査役会以外の組織を含む当社の経営組織、内部統制の体制図は以下のとおりであります。

　 ・社内監査役を１名、社外監査役を２名選任しています。監査役の体制は以下のとおりです。

　 常勤監査役 岩野 裕司

　(社外監査役)

　 監査役 月方 智彦

　 監査役 朝倉 厳太郎

取締役会については経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するととも

に業務執行状況を監督する機関と位置づけております。

　また、事業環境の分析、利益計画の進捗状況など重要事項等の情報の共有化、コンプライアンスの徹底化を図

り、経営判断に反映させると共に業務執行を監視する役目も果たしております。
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当社は監査役制度を採用しております。常勤監査役は、取締役会他、重要な会議に出席し、取締役の業務執行

の監視、コンプライアンスに関する提言を行っております。社外監査役は、より客観的な立場にたち、業務執行

状況の監査を行っております。

　(リスク管理体制の整備の状況)

　取締役会にて想定されるリスクに対しての検討・対応を協議しております。必要な場合には適宜迅速な対策を講

じることをリスク管理体制の基礎としております。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部

を設置し、顧問弁護士を含む外部アドバイザリーチームを組織して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを

最小限にとどめるよう努力しております。

②内部監査及び監査役監査

当社は、有価証券報告書提出日現在、役員６名および従業員１名と組織が小さく、内部監査担当部署を設置す

るまでに至っておりませんが、組織が増大し、業務が複雑化した際には、内部監査制度の設置が検討課題と認識

しております。

監査役会については、監査役会は社内監査役１名と社外監査役２名で構成されております。監査役監査につい

ては、監査役は取締役会に出席し、議案内容の確認や適宜意見を行い、経営の監督機能強化を図っております。

定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、社外監査役との連携による経営陣への積極的な意見表

明を行っております。

顧問弁護士には、法律上の判断が必要な場合に随時相談・確認するなど、経営に法律面のコントロール機能が

働くようにしております。

③社外取締役及び社外監査役の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係その

他の利害関係

当社では有価証券報告書提出日現在、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役

および社外監査役、またその近親者ならびにそれらが取締役に就任する会社との人事、資金、技術および取

引等の関係は現在ありません。また、当社の社外監査役は当社の出身ではありません。

　なお、社外監査役のうち１名を独立役員として選任しております。

ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、経営革新等支援機関に認定され、豊富な経験と幅広い見識を待たれている観点より、当

社の経営を監督・支援していただくことを期待しております。

また、社外監査役には、公認会計士および税理士として培われた専門的知識を、当社の監査体制知識に反

映していただくことを期待しております。

ハ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

当社は、社外取締役および社外監査役の選任に関して、その選任のための独立性に関する基準又は方針は

ないものの、株式会社東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の確保義

務を参考に行っております。
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④役員の報酬等

イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

11,952 11,952 ― ― ― ４

監査役
(社外監査役を除く。)

6,499 6,499 ― ― ― １

社外役員 4,800 4,800 ― ― ― ２

（注）１．期末日現在の取締役は２名、監査役は３名であります。

２．上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ 役員の報酬等の額の決定に関する方針

　役員の報酬等の額の決定又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。

⑤会計監査の状況

会計監査人は四半期決算毎に公正不偏の立場をもって、当社の会計監査を実施しています。担当する監査法人

は監査法人アリアであり、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

代表社員 業務執行社員 茂木 秀俊

　 業務執行社員 吉澤 将弘

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士４名、その他１名

⑥責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定する契約（いわゆる責任限定契約）に関して締結はしておりま

せん。

⑦取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

⑧取締役の選任の決議要件

当社では、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、そ

の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないもの

としております。
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　⑨自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行するこ

とを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式

を取得することができる旨を定款で定めております。

　⑩中間配当について

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎

年９月30日を基準日として、中間配当ができる旨定款に定めております。

(2)【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

13,600 ― 9,600 ―

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
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第５ 【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作

成しております。

　

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成26年４月１日から平成27年３月31日ま

で)の財務諸表について、監査法人アリアにより監査を受けております。

　

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第25期事業年度 清和監査法人

第26期事業年度 三優監査法人

第27期事業年度 監査法人アリア

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

（１）異動に係る監査公認会計士等の名称

　 ①選任する監査公認会計士等の名称

　 三優監査法人

　 ②退任する監査公認会計士等の名称

　 清和監査法人

（２）異動の年月日

　 平成25年６月21日（第25回定時株主総会開催）

（３）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

　 平成24年６月19日

（４）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関す

る事項

該当事項はありません。

（５）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　 当社の会計監査人であります清和監査法人は、平成25年６月21日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって

任期満了となりますので、新たに三優監査法人を会計監査人として選任するものであります。

（６）上記（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制報告書の記載事項に係る退任する監査公認会

計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

（１）異動に係る監査公認会計士等の名称

　 ①選任する監査公認会計士等の名称

　 監査法人アリア

　 ②退任する監査公認会計士等の名称

　 三優監査法人

（２）異動の年月日

　 平成26年７月18日
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（３）退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日

　 平成25年６月21日（第25回定時株主総会開催）

（４）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制報告書における意見等に関す

る事項

該当事項はありません。

（５）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　当社は、会計監査人であった三優監査法人の任期満了に伴い、平成26年６月19日開催の第26回定時株主総会

における会計監査人選任の件により、海南監査法人を会計監査人として選任することを付議し、承認可決され

ております。よって、当社は海南監査法人と平成 27 年３月期における会計監査契約の締結を行うべく、協議

を進めてまいりましたが、監査契約の条件について折り合わず、結果として、当社会計監査人の委嘱に至りま

せんでした。

　当社といたしましては、当社の会計監査人が不在となることを回避し、適正な監査業務が継続される体制を

維持するため、本日開催の当社監査役会において、監査法人アリアを当社の一時会計監査人として選任いたし

ました。

（６）上記（５）の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制報告書の記載事項に係る退任する監査公認会

計士等の意見

　 特段の意見はない旨の回答を得ております。

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 97,880 ※1 148,175

売掛金 624 -

販売用不動産 ※1 535,998 ※1 90,347

前払費用 12,105 3,353

預け金 12,410 12,410

その他 472 3,184

貸倒引当金 △498 -

流動資産合計 658,992 257,470

固定資産

有形固定資産 ※2 2,403 ※2 -

無形固定資産 515 -

投資その他の資産

長期前払費用 621 -

敷金及び保証金 7,160 7,160

その他 1,080 1,800

投資その他の資産合計 8,861 8,960

固定資産合計 11,781 8,960

資産合計 670,774 266,430
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 41,622 -

短期借入金 ※1 509,900 ※1 86,800

役員短期借入金 8,000 -

1年内返済予定の長期借入金 4,176 4,176

未払金 3,676 5,548

未払費用 2,880 228

未払法人税等 6,642 8,352

前受金 4,355 6,005

預り金 1,999 1,872

その他 11,120 223

流動負債合計 594,374 113,206

固定負債

長期借入金 7,628 3,452

固定負債合計 7,628 3,452

負債合計 602,002 116,658

純資産の部

株主資本

資本金 2,346,750 2,497,577

資本剰余金

資本準備金 2,755,812 2,906,639

その他資本剰余金 364,374 364,374

資本剰余金合計 3,120,187 3,271,014

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △5,399,408 △5,622,143

利益剰余金合計 △5,399,408 △5,622,143

株主資本合計 67,528 146,447

新株予約権 1,242 3,324

純資産合計 68,771 149,772

負債純資産合計 670,774 266,430
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②【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 1,393,462 1,103,017

売上原価 1,273,590 1,093,736

売上総利益 119,871 9,280

販売費及び一般管理費

役員報酬 39,799 23,252

給料及び手当 36,505 15,014

減価償却費 503 497

貸倒引当金繰入額 498 -

支払手数料 69,513 95,425

その他 ※1 83,903 ※1 79,635

販売費及び一般管理費合計 230,724 213,825

営業損失（△） △110,852 △204,545

営業外収益

受取利息 26 15

受取保険料 32 -

還付加算金 13 15

その他 8 1,748

営業外収益合計 79 1,779

営業外費用

支払利息 33,078 12,524

融資関連費用 24,836 2,467

その他 36 -

営業外費用合計 57,950 14,992

経常損失（△） △168,724 △217,758

特別利益

新株予約権戻入益 1,242 -

特別利益合計 1,242 -

特別損失

減損損失 - ※2 3,766

特別損失合計 - 3,766

税引前当期純損失（△） △167,481 △221,525

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等合計 1,210 1,210

当期純損失（△） △168,691 △222,735
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【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 仕入 1,171,756 92.0 1,033,739 94.5

Ⅱ 経費 101,833 8.0 59,997 5.5

　 売上原価 1,273,590 100.0 1,093,736 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

新株

予約権

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 2,346,750 2,755,812 364,374 3,120,187 △5,230,716 △5,230,716 236,220 ― 236,220

当期変動額

当期純損失（△） △168,691 △168,691 △168,691 △168,691

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
1,242 1,242

当期変動額合計 ― ― ― ― △168,691 △168,691 △168,691 1,242 △167,448

当期末残高 2,346,750 2,755,812 364,374 3,120,187 △5,399,408 △5,399,408 67,528 1,242 68,771

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

新株

予約権

純資産

合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 2,346,750 2,755,812 364,374 3,120,187 △5,399,408 △5,399,408 67,528 1,242 68,771

当期変動額

当期純損失（△） △222,735 △222,735 △222,735 △222,735

新株の発行 150,827 150,827 150,827 301,654 301,654

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
2,081 2,081

当期変動額合計 150,827 150,827 0 150,827 △222,735 △222,735 78,919 2,081 81,000

当期末残高 2,497,577 2,906,639 364,374 3,271,014 △5,622,143 △5,622,143 146,447 3,324 149,772
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④【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △167,481 △221,525

減価償却費 503 497

減損損失 - 3,766

新株予約権戻入益 △1,242 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） 498 △498

受取利息 △26 △15

支払利息 33,078 12,524

売上債権の増減額（△は増加） △444 624

販売用不動産の増減額（△は増加） △374,773 445,651

仕入債務の増減額（△は減少） 41,622 △41,622

未払金の増減額（△は減少） △42,436 931

その他 9,394 6,530

小計 △501,307 206,866

利息の受取額 18 14

利息の支払額 △33,332 △12,319

法人税等の支払額 △6,419 △13,311

法人税等の還付額 - 1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー △541,040 182,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 20,000 14,000

定期預金の預入による支出 △50,720 △720

無形固定資産の取得による支出 △524 -

敷金及び保証金の差入による支出 △300 -

その他 △5 216

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,549 13,497

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 881,900 86,800

短期借入金の返済による支出 △421,500 △509,900

役員借入金の純増減額（△は減少） 8,000 △8,000

長期借入れによる収入 12,500 -

長期借入金の返済による支出 △696 △4,176

新株予約権の発行による収入 2,485 5,400

新株予約権の行使による株式の発行による収入 - 298,336

その他 △24,836 -

財務活動によるキャッシュ・フロー 457,853 △131,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,736 64,290

現金及び現金同等物の期首残高 168,615 53,879

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 53,879 ※1 118,169
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社は、当事業年度において、営業キャッシュ・フローは販売用不動産が445,651千円減少したことにより、営業

キャッシュ・フローは182,332千円とプラスに転じておりますが、営業損失204,545千円、経常損失217,758千円、当

期純損失222,735千円の重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上しております。当該状況により、継続企業

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は当該状況を解消し又は改善すべく、以下の対応策に取り組み、安定した収益基盤の確立、コスト削減ある

いは資金調達及び財務基盤の強化を目指してまいります。

　具体的には次の通りであります。

１．平成28年３月期におきましては、当社が得意とする潜在価値のある中古不動産に対する不動産再生事業と、不

動産に対する幅広い需要に対応する不動産仲介業にも力点を置いた活動を展開してまいります。

２. 現在までのコスト構造を見直し、人件費の削減（インセンティブ条件の見直し）やその他経費の削減（効率的

な営業活動による交際費や交通費削減、効率的な不動産事業資金の効率化促進による支払利息の抑制他）等費

用対効果をさらに意識した堅固な企業体質を実現してまいります。

３. 財務基盤の強化を目的として間接金融、直接金融等さまざまな手段による資金調達を検討してまいります。

以上の対応策を中心にとした経営の効率化を図り、安定的な収益基盤を構築すべく努めてまいります。

しかしながら、これらの対応策は実施途上であり、また、対応策を実施してもなお、今後の景気及び不動産の売

却時期の遅延等により、早期に業績が回復できるか不透明であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められます。

なお、当期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

当期財務諸表に反映しておりません。

(重要な会計方針)

１ たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

建物 15年

工具、器具及び備品 ５年～15年
(2) 無形固定資産

社内利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

３ 引当金の計上基準

　貸倒引当金

個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

尚、当事業年度において引当金計上はありません。

４ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び流動性が高く、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３か月以内に満期日の到来する短期的な投資からなります。

５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理について
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消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

　該当事項はありません。
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(貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保による債務

　 担保に供している資産は次のとおりであります。

前事業年度
（平成26年３月31日）

当事業年度
（平成27年３月31日）

販売用不動産 535,968千円 80,327千円

定期預金 40,000千円 30,005千円

計 575,968千円 110,333千円

　 担保付債務は、次のとおりであります。

前事業年度
（平成26年３月31日）

当事業年度
（平成27年３月31日）

短期借入金 509,900千円 86,800千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成26年３月31日）

当事業年度
（平成27年３月31日）

有形固定資産の減価償却累計額 2,583千円 1,375千円

(損益計算書関係)

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

3,000千円 ―千円

　

※２ 減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　

場所 用途 種類 その他

東京本社（東京都港区） 有形・無形固定資産
建物付属設備・器具備品・

ソフトウエア
―

東京本社（東京都港区） コピー機 リース残債 ―

東京本社（東京都港区） 長期前払費用 年会費・入会料・保証料 ―

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位を東京本社としてグルーピングしております。

内訳としては、本社3,766千円（内、有形・無形固定資産2,421千円、リース残債940千円、長期前払費用404千円）

であります。

回収可能価額の算定にあたっては、収益性が悪化していることから保守的に見積り、回収可能価額をゼロとして帳

簿価額の全額を減損損失として計上しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 (株) 増加 (株) 減少 (株) 当事業年度末 (株)

普通株式 487,800 48,292,200 ― 48,780,000

（注) 普通株式の増加48,292,200株は、平成25年10月１日付の１株を100株とする株式分割によるものであります。

２ 新株予約権に関する事項

内訳
目的となる株

式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 1,242

合計 ― ― ― ― ― 1,242

３ 配当に関する事項

　該当事項はありません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 (株) 増加 (株) 減少 (株) 当事業年度末 (株)

普通株式 48,780,000 7,373,500 ― 56,153,500

（注) 普通株式の増加7,373,500株は、第３者割当による新株予約権の行使によるものであります。

２ 新株予約権に関する事項

内訳
目的となる株

式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業
年度末残高
(千円)

当事業
年度期首

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― 1,242

第三者割当としての新
株予約権

― ― 46,265 46,265 2,082

合計 ― ― 46,265 ― 46,265 3,324

３ 配当に関する事項

　該当事項はありません。
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

現金及び預金勘定 97,880千円 148,175千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △44,000千円 △30,005千円

現金及び現金同等物 53,879千円 118,169千円

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用については短期的な預金等を中心に行い、銀行等金融機関からの借入により資金調達を行っ

ております。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金について

は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金及び販売用不動産の取得に係

る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後１年９ヶ月であります。

　
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

　当社は、相手先の状況を定期的にモニタリングし、相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、回収懸

念の早期把握や軽減を図っております。

②資金調達に係る流動性リスクの管理

　当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理し

ております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極

めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注２)参照）。

前事業年度（平成26年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額(千円)

(1) 現金及び預金 97,880 97,880 ―

(2) 売掛金 624

　 貸倒引当金
（※）

△498

126 126 ―

(3) 預け金 12,410 12,410 ―

資産計 110,416 110,416 ―

(1) 買掛金 41,622 41,622 ―

(2) 短期借入金 509,900 509,900 ―

(3) 役員短期借入金 8,000 8,000 ―

(4) 長期借入金
（1年内返済予定のも
のを含む）

11,804 11,804 ―

(5) 未払金 3,676 3,676 ―

(6) 未払法人税等 6,642 6,642 ―

(7) 預り金 1,999 1,999 ―

負債計 583,646 583,646 ―
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当事業年度（平成27年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 時価（千円） 差額(千円)

(1) 現金及び預金 148,175 148,175 ―

(2) 売掛金 ― ― ―

　 貸倒引当金
（※）

― ― ―

― ― ―

(3) 預け金 12,410 12,410 ―

資産計 160,585 160,585 ―

(1) 買掛金 ― ― ―

(2) 短期借入金 86,800 86,800 ―

(3) 役員短期借入金 ― ― ―

(4) 長期借入金
（1年内返済予定のも
のを含む）

7,628 7,628 ―

(5) 未払金 5,548 5,548 ―

(6) 未払法人税等 8,352 8,352 ―

(7) 預り金 1,872 1,872 ―

負債計 110,200 110,200 　―

（※）売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注）１ 金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金及び(3)預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

　

負債

(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)役員短期借入金、(5)未払金、(6)未払法人税等及び(7)預り金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

(4)長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される

利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　２ 敷金及び保証金（当事業年度の貸借対照表計上額は7,160千円、前事業年度の貸借対照表計上額は

7,160千円）は、返還時期の見積もりが困難と認められることから記載しておりません。
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３ 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成26年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 97,880 ― ― ―

売掛金 624 ― ― ―

預け金 12,410 ― ― ―

合計 110,914 ― ― ―

当事業年度(平成27年３月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 148,175 ― ― ―

売掛金 ― ― ― ―

預け金 12,410 ― ― ―

合計 160,585 ― ― ―

４ 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成26年３月31日）

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 509,900 ― ― ― ― ―

役員短期借入金 8,000 ― ― ― ― ―

長期借入金
（1年内返済予定のものを含む）

4,176 4,176 3,452 ― ― ―

合計 522,076 4,176 3,452 ― ― ―

当事業年度（平成27年３月31日）

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

短期借入金 86,800 ― ― ― ― ―

役員短期借入金 ― ― ― ― ― ―

長期借入金
（1年内返済予定のものを含む）

4,176 3,452 ― ― ― ―

合計 90,976 3,452 ― ― ― ―
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる資産計上額及び科目名

前事業年度 当事業年度

現金及び預金 2,485千円 ―千円

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額

前事業年度 当事業年度

新株予約権戻入益 1,242千円 ―千円

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日 平成26年１月16日

付与対象者の区分及び人数
当社取締役３名
従業員１名

株式の種類及び付与数 普通株式 4,213,000株

付与日 平成26年２月３日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 （注）

（注）①（a）平成26年３月期の営業利益が2.24億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成26年５月15日から平成38年２月２日までの

期間に行使することが出来る。

　（b）平成27年３月期の営業利益が2.24億円以上の場合

新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を平成27年５月15日から平成38年２月２日までの

期間に行使することが出来る。

②（a）①の行使の条件に達成した場合において、権利行使期間中に、東京証券取引所における当社株式の

普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に200%を乗じた価額を上回った場合、当該時点以降、新株予約

権者は残存する全ての新株予約権者を行使価額で１年以内に行使しなければならないものとする。

　（b）新株予約権者は、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が、平成26年２月３日から

平成38年２月２日までの判定期間について行使価額に50%を乗じた価額（１円未満の端数は切り捨てる。）を

一度でも下回った場合、上記①の行使の条件を満たしている場合でも、行使はできないものとする。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成27年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

決議年月日 平成26年１月16日

権利確定前(株) ―

前事業年度末 2,106,500

付与 ―

失効 ―

権利確定 2,106,500

未確定残 ―

権利確定後(株)

前事業年度末 ―

権利確定 2,106,500

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 2,106,500

② 単価情報

決議年月日 平成26年１月16日

権利行使価格(円) 63

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な評価単価(円) 59

４．当該事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用してお

ります。
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(税効果会計関係)

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別内訳

流動資産：

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

　繰延税金資産

未払事業税 2,731千円 ―千円

貸倒引当金 189千円 ―千円

販売用不動産 663千円 1,111千円

その他 404千円 ―千円

評価性引当額 △3,989千円 △1,111千円

繰延税金資産計 ―千円 ―千円

固定資産：

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

　繰延税金資産

一括償却資産等 191千円 49千円

減損損失 374千円 1,470千円

繰越欠損金 2,500,949千円 2,332,080千円

評価性引当額 △2,501,515千円 △2,333,599千円

繰延税金資産計 ―千円 ―千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度（平成26年３月31日）

　税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

当事業年度（平成27年３月31日）

　税引前当期純損失を計上しているため注記を省略しております。

３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31日に公布

されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解消

されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6％から、回収又は支払が見込まれる期間が

平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは33.1％、平成28年４月１日以降のものについては32.3％

にそれぞれ変更されております。

　なお、この法定実効税率の変更による影響はありません。

(賃貸等不動産関係)

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

　 該当事項はありません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、不動産事業をコアとして事業活動を行っており、報告セグメントを「不動産事業」および「IT事業」

としております。

「不動産事業」

一般ユーザーが直ちに取得できないコンディションにおける中古不動産を取得の上、適正なソリューション

に基づくリノベーションを施し不動産価値を最適化して販売する不動産再生事業、土地建物の売買における仲

介業務を行う不動産売買仲介事業、不動産オーナーの利益の最大化を図るプロパティマネジメント事業を展開

しております。

「IT事業」

今後は、当社のコア事業である不動産業とのシナジーを得られる業態において、拡大しているモバイル＆タ

ブレット端末を用いた「Leadbox」の開発を完了し、不動産接客支援システムの提供を行ってまいります。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。

　なお、セグメント間の内部売上高および振替高はありません。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

（単位：千円）

報告セグメント

合計

不動産事業 IT事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,393,462 ― 1,393,462 1,393,462

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ―

計 1,393,462 ― 1,393,462 1,393,462

セグメント利益又は損失(△) 40,688 △ 3,323 37,364 37,364

（注）資産等については、事業セグメントごとの配分は行っておりません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

（単位：千円）

報告セグメント

合計

不動産事業 IT事業 計

売上高

外部顧客への売上高 1,103,017 ― 1,103,017 1,103,017

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ―

計 1,103,017 ― 1,103,017 1,103,017

セグメント損失(△) △46,565 ― △46,565 △46,565

（注）資産等については、事業セグメントごとの配分は行っておりません。

４ 報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前事業年度 当事業年度

報告セグメント計 37,364 △46,565

全社費用（注） △ 148,217 △157,979

損益計算書の営業損失(△) △ 110,852 △204,545

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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【関連情報】

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦における売上高が90％を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

アドアーズ株式会社 550,628 不動産事業

Ｄ社 294,360 不動産事業

GFA株式会社 144,022 不動産事業

（注）Ｄ社との間で守秘義務を負っているため、社名の公表は控えさせていただきます。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報の中に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦における売上高が90％を超えているため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３ 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称 売上高 関連するセグメント名

Ａ社 ― 不動産事業

Ｂ社 ― 不動産事業

Ｃ社 ― 不動産事業

（注）Ａ社、Ｂ社、Ｃ社との間で守秘義務を負っているため、社名および売却価格の公表は控えさせていただき

ます。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント その他
全社・消去 合計

不動産事業 IT事業 計

減損損失 ― ― ― ― 3,766 3,766

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

　 前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 秋山 賢一 ― ―
当社

代表取締役
― 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証

11,804 ― ―

(注)当社の銀行取引残高に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

　 当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 秋山 賢一 ― ―
当社

代表取締役
― 債務被保証

当社銀行借
入に対する
債務被保証

7,628 ― ―

(注)当社の銀行取引残高に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　 前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

該当事項はありません。

　 当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 1.38円 2.61円

１株当たりは当期純損失金額（△） △3.46円 △4.28円

(注) １．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

２．当社は、平成25年８月23日開催の取締役会決議に基づき平成25年10月１日付で普通株式１株につき

100株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前事業年度の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定し１株当たり純資産額、１株当たり当期純損失金額を算定しております。

３．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

　 当期純損失(△) （千円） △168,691 △222,735

　 普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失(△) （千円） △168,691 △222,735

　 普通株式の期中平均株式数 （株） 48,780,000 52,058,679

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった
潜在株式の概要

平成26年1月16日 取締役
会決議の新株予約権
第1回新株予約権（新株予
約権の数21,065個

平成26年５月30日 取締役
会決議の新株予約権
第２回新株予約権（新株予
約権の数 120,000 個

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

当期末減価

償却累計額又

は償却累計額

当期償却額
差引当期末

残高

有形固定資産

　 建物 2,630 ― 1,768 862 862 271 ―

　 工具、器具及び備品 756 ― 243 513 513 121 ―

有形固定資産計 3,386 ― 2,011 1,375 1,375 392 ―

無形固定資産

　 ソフトウェア 515 ― 410 104 ― 104 ―

無形固定資産計 515 ― 410 104 ― 104 ―

長期前払費用 621 ― 621 ― ― ― ―

　（注）長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、償却累計額及び

当期償却額はありません。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 509,900 86,800 4.4 ―

役員短期借入金 8,000 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金 4,176 4,176 1.9 ―

長期借入金
（1年内返済予定のものを除く）

7,628 3,452 1.9
平成28年４月１日～
　平成29年３月31日

(注)１．平均利率については、期末日借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　 ２．長期借入金（１年内返済予定のもの除く）の貸借対象表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内(千

円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 3,452 ― ― ―

【引当金明細表】

区分
当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金 498 ― ― 498 ―

（注）当期減少額（その他）498千円について、期末において売掛金（家賃収入）の計上がないこと、また発生額が少

額であり万が一損失が発生した場合は、保証会社による保証があるため今期減少しております。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 1,425

預金

普通預金 116,443

定期預金 30,005

別段預金 300

預金計 146,749

合計 148,175

② 販売用不動産

地域別 面積（㎡） 金額（千円）

東京都 324.75 90,327

神奈川県 ― 　 ―

栃木県 365.72 20

北海道 ― ―

合計 90,347

③ 短期借入金

区分 金額(千円)

株式会社りそな銀行 30,000

三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社 32,000

株式会社セムコーポレーション 24,800

合計 86,800

(3) 【その他】

①当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高 (千円) 448,858 488,914 497,537 1,103,017

税引前四半期（当期）

純損失金額(△)
(千円) △66,715 △141,952 △187,849 △217,758

四半期（当期）純損失

金額(△)
(千円) △67,018 △142,557 △188,757 △222,735

１株当たり四半期（当

期）純損失金額(△)
(円) △1.37 △2.87 △3.58 △4.28

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

1株当たり四半期純損失

金額(△)
(円) △1.37 △1.51 △0.88 △0.61
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②重要な訴訟事件等

当社が提訴しておりました下記２件について、提起しております。

（1）平成26年３月14日提起：株式会社NL不動産、株式会社太陽商会（旧：株式会社Nowloading）に対する、売買契約

に基づく違約金支払請求提訴。

（2）平成26年３月18日提起：株式会社NL不動産、株式会社太陽商会（旧：株式会社Nowloading）、酒井勝一氏及び中川

哲也氏に対する、不法行為及び取締役の第三者責任に基づく損害賠償請求訴訟。

本訴訟については、被告側が控訴等の手続きがなされなかったことから、平成27年１月５日に当社の勝訴判決が確

定しました。また平成27年４月28日に株式会社NL不動産、株式会社太陽商会および中川哲也氏より破産手続きの申

立がなされております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

　 取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

　 株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 三井住友信託銀行株式会社

　 取次所 ―

　 買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行い

ます。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり

です。

http://www.metscorp.co.jp/ir_koukoku.html

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度 第26期(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)平成26年６月25日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成26年６月25日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書

第27期第１四半期（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）平成26年８月13日関東財務局長に提出

第27期第２四半期（自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日）平成26年11月13日関東財務局長に提出

第27期第３四半期（自 平成26年10月１日 至 平成26年12月31日）平成27年２月12日関東財務局長に提出

(4)臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４の規定に基づく臨時報告書 平成26年７月18日関東財務

局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成27年６月30日

株式会社 メッツ

　取締役会 御中

監査法人アリア

代表社員
業務執行社員

公認会計士 茂 木 秀 俊 ㊞

業務執行社員 公認会計士 吉 澤 将 弘 ㊞

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メッツの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表

について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社メッツの平成27年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

強調事項

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度において重要な営業損失、経常損失及び

当期純損失を計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由

については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性

の影響は財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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その他の事項

　会社の平成26年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査

人は、当該財務諸表に対して平成26年６月19日付けで無限定適正意見を表明している。

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社メッツの平成27年３

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の

基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施

することを求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重

要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評

価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、株式会社メッツが平成27年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内

部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　 以 上

(注) １ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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